
                        資料１ 審査対象案件現地調査資料 
 
 

現地調査行程表 
 
１．現地調査の行程 
 

予定時間 調査場所 調査内容 

9 時 00 分出発 野洲市中央公民館   

9 時 15 分到着 

9 時 30 分出発 

野洲川小浜河川公園 

(地点番号①） 
多目的広場、緑地広場 

9 時 45 分到着 

10 時 00 分出発 

野洲川改修記念公園 

(地点番号②） 

ゲートボール場  

サッカー場  

グラウンドゴルフ場  

10 時 15 分到着 

10 時 30 分出発 

野洲川川田河川公園 

(地点番号③） 

多目的広場     

緑地広場       

グランドゴルフ場 

10 時 45 分到着 野洲市中央公民館   

 
 
２．配車等 

(1)マイクロバス 
委員会委員 8 名、傍聴者 10 名 

(2)関係車両 
琵琶湖河川事務所車１台 
申請者（守山市） 
 

 



ＪＲ野洲駅

野洲市中央公民館

①野洲川小浜河川公園

②野洲川改修記念公園 ③野洲川川田河川公園

現地調査行程図



河川保全利用委員会審査対象案件一覧表

①

② ③

⑧

④

⑤

⑥

⑦

番号 件名 許可受者 場所 番号 件名 許可受者 場所

①
野洲川小浜
河川公園

守山市 右岸 ⑤
野洲川立入河川

公園
守山市 左岸

②
野洲川改修
記念公園

守山市 左岸 ⑥ 野洲川河川公園 野洲市 右岸

③
野洲川川田
河川公園

守山市 左岸 ⑦ 野洲川運動公園 栗東市 左岸

④
野洲川ふれあい

広場
野洲市、守山市

連名
左岸 ⑧

グライダー
訓練場

（財）日本学生航空

 
連盟

右岸









河川保全利用委員会審査表（現地調査用）

A1
基本理念

A11 基本理念 基本理念の内容を満足しているか。

A2
基本方針

A21 基本方針 基本方針の内容を満足しているか。

A3
意見書

A31 継続申請時の改善 意見書で指摘された事項について、改善を行ったか。（改善のための計画を策定したか。）

B11 必要理由 この場所を必要とする理由は基本理念と基本方針に照らし合わせ妥当か。

B12 適正面積 占用面積は必要最低限にしているか。その算定に妥当性を示したか。

B21 代替可能性 堤内地で代替できない施設であるか。

B22 代替地調査 堤内地で代替可能な施設の場合、代替地を調査をしたか。

B23 代替地選定 代替地調査の結果、適した代替地があった場合、用地取得を試みたか。

B31 人への安全 占用区域内及び周辺道路における利用者、散策者、流域住民の安全に配慮した対策を講じているか。

B32 施設の安全
施設が自然災害等により被害（増水等による冠水、台風・地震等による倒壊、火災等）が生じた場合に備えて施設の安全対策を講じて
いるか。

B33 安全対策の周知 施設設置により影響を受ける近隣住民に安全対策と事故時の対応策を周知しているか。

B41 公共性 設置する施設は広く一般の用に供することが可能で、申請者だけの利用に限られる排他・独占的なものではないか。

B42 地元の理解 申請者は、設置する施設周辺の地元理解をどのような方法で得たのか（得るのか）。

C11 設置期間 許可を受けた施設の使用期間はどのくらいになるか。

C12 施設の変遷
継続申請の場合、前回占用許可期間内にどのように施設内容が変化したか。また、その変化理由はどのようなもので、適切なもので
あったか。

C13 施設管理 利用に関する注意事項、緊急時の連絡先は看板等で利用者等に明示しているか。

C14 共同利用 既存類似施設が申請場所の近隣にある場合、その施設の共同利用について、所管者と協議を行ったか。

C15 維持管理 施設の維持管理計画は適正であるか。また、施設の構造・規模は占用申請期間を適正に考慮したものか。

C16 施設の補修・新設
施設整備に係る使用資材は河川内の資材を極力使用することとし、河川外からの持ち込みを必要最小限に留めているか。（例えば、駐
車場の舗装の代わりにチップ材を使用しているなど）また、地形の改変は、環境・治水・利水に配慮して必要最小限に留められている
か。

C17 構造物の安全 施設を構成する遊具等の構造物の定期点検を実施しているか。また、安全対策は定めているか。

C21 利用状況 占用区域内の各利用施設ごとに利用者数の変動（時刻、曜日、季節）を把握しているか。

C22 便所 トイレ施設を確保し適正に維持管理しているか。

C23 ゴミ処理 ゴミ処理の方法を定めているか。

C24 利用者対応 適正な利用を促すための管理方法（管理人等の配置）を定めているか。

C25 駐輪･駐車場 利用者の駐輪場・駐車場（身体障害者用等を含む）を確保しているか。

C31 利用者の年齢等 利用者の年齢や身体又は健康状態に関わりなく利用可能な施設か。また、利用制限を設けている場合はそれに合理性があるか。

C32 利用者交流 常時利用者と流域住民との交流はあるか。また、交流を促進させる計画があるか。

C33 川とのふれあい 利用者と川とのふれあいが可能な施設か。

C34 河川愛護保護活動 河川の環境・治水・利水等の理解を促すための活動計画（または実績）があるか。

C35 地域活性化 占用区域周辺地域の活性化を促す利用施設か。

C41 意見聴取 利用計画策定に際して広く流域住民から意見聴取（対話討論会等）を行ったか。

C42 利用者意見 流域住民や施設利用（予定）者からの意見を反映させて計画した施設か。

D11-1 大気汚染 占用区域とその周辺の大気汚染等の現況を調査したか。また、施設は占用区域とその周辺の大気質に影響を与えないか。

D11-2 水質汚濁・底質汚染
占用区域とその周辺の河川水質・底質の現況を調査したか。施設は占用区域とその周辺の水質・底質に影響を与えないか。また、農薬
（殺虫剤・殺菌剤・除草剤等）の使用を禁止しているか。

D11-3 土壌汚染
占用区域とその周辺陸域の土壌質の現況を調査したか。施設設置により占用区域とその周辺の土壌汚染を招かないか。農薬（殺虫剤・
殺菌剤・除草剤等）の使用を禁止しているか。施設構造物等は有害化学物質を使用していないか。

D11-4 地下水
占用区域とその周辺の地下水・河川伏流水の現況と近隣住民等による利水状況を調査したか。また、施設は占用区域とその周辺の地
下水系とその水質に影響を与えないか。

D11-5 騒音・振動 占用区域とその周辺の騒音・振動の現況を調査したか。また、施設は占用区域とその周辺の新たな騒音・振動の発生源にならないか。

D11-6 悪臭 占用区域とその周辺の悪臭の現況を調査したか。また、施設は占用区域とその周辺への悪臭発生源にならないか。

D12 地形改変 占用区域とその周辺の地形の特性の現況を調査したか。また、施設の地形改変が占用区域の地形特性に与える影響は軽微か。

D13 整備の影響 施設整備に伴い小動物･植生への影響はないか。

D14-1 陸生生物
占用区域とその周辺における陸生動植物の分布等の現況を調査したか。また、施設は陸生生物、とくに貴重種や保全対象種の生存に
影響を与えないか。

D14-2 水生生物
占用区域とその周辺における水生動植物の分布等の現況を調査したか。また、水生生物、とくに貴重種や保全対象種の生存に影響を
与えないか。

D15 生態系
占用区域とその周辺の生物・生態系の概況を調査したか。施設が占用区域とその周辺の生態系に及ぼす影響は軽微か。生物の生息・
生育環境の河川縦横断方向の連続性が分断される可能性は低いか。

D16 環境復元 占用期間終了後、自然環境の早期復元を見込んだ整備計画としているか。

D17 作業車の通行影響 河川敷を占用施設の管理作業車が走行することにより自然環境への影響はないか。

D18 無線使用の影響 施設で使用する無線周波数は、周辺受信施設に影響を与えないか。

D21 治水 治水上の影響について事前審査は完了しているか。（確認事項）

D22-1 構造物 占用区域が存する河川における過去の流況を把握しているか。また、施設の構造物は洪水時に治水上の支障を生じさせないか。

D22-2 構造物流失 洪水時に構造物が流出しない対策が講じられているか。また、流出した場合の処置を定めているか。

D22-3 構造物撤去 冠水時に影響を受ける構造物を設置している場合、洪水時を想定した構造物の撤去訓練を定期的に実施しているか。

D31 利水計画 施設に利水計画がある場合、事前審査は完了しているか。（確認事項）

D32 利水への影響
施設に利水計画がある場合、あるいは施設が河川水・地下水に影響を及ぼす可能性がある場合、既存の水利使用に影響を与えない
か。

D41 景観
占用区域とその周辺の景観特性（生態学的景観を含む）の現況を調査したか。また、施設の形態（形状・色彩等）が占用区域とその周辺
の景観特性に及ぼす影響は軽微か。

D42 景観変化の把握 占用にともなう景観変化の予測を行っているか。

D43 植栽 占用区域の植栽が周辺景観に及ぼす影響は軽微か。また在来の植生を活かした植栽か。

D44 文化財 占用区域とその周辺の文化財の現況を調査したか。また、施設は占用区域とその周辺の文化財に影響を与えないか。

D45 歴史文化
占用区域とその周辺の歴史･文化に関する現況を調査したか。また、施設は占用区域とその周辺の歴史・文化（伝承文化等）と共存可能
か。

※「施設整備」には、新築・改築・維持修繕を含む。

Ｄ
環境・治水・
利水を考慮
した占用施
設の検証

D4
景観･文化

D3
利水

D2
治水

Ｂ
占用施設の
計画と設置
理由の検証

C3
利用形態

C2
利用者

C4
住民意見
の反映

B3
安全性

B4
公共性

C1
占用施設
利用計画

C
占用施設の
利用計画と
利用者等か
らの検証

区分 審査項目 審査細目 審 査 内 容 の 説 明

B1
必要性

B2
代替性

自 由 記 入 欄

Ａ
基本理念と
基本方針等
の検証

D1
環境
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